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第１章 永住許可申請 

第 1節 永住許可申請とは 

永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、法務

大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える。永住許可を受けた外国人は、「永住

者」の在留資格により我が国に在留することになる。 

「永住者」の在留資格は、出入国管理及び難民認定法（以下、「法」という。）別表第二の項の下

欄において、「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、その後の生涯を本邦に生活の

本拠をおいて過ごす者が想定されるが、近時高度人材等政策的に我が国への入国・在留を促進すべ

き外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われている。 

在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格

と比べて大幅に在留管理が緩和される。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よ

りも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に

設けられている。 

なお、入管特例法に規定する「特別永住者」は、法第 2条の 2第 1項に定める「他の法律に特別

に規定がある場合」に該当し、入管法別表第二所定の「法務大臣が永住を認める者」には当たらな

い。 

永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわ

たってその在留に問題がないことが想定される」ことである。これに関し、何をもって「問題がな

く」と見るかについて、それが具体的な要件となる。 

 

① 永住許可申請の流れ 

1.申請時期 

現在の在留資格からの変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前 

出生等により取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後 30日以内 

2.永住許可申請書の入手 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html 
3.在留資格における日本での活動内容に応じた資料の準備 

申請人の在留資格や身分・地位によって異なる。 

申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場

合 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html 

申請人が、「定住者」の在留資格である場合 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu02.html 

申請人が、就労関係の在留資格（「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など）及び「家族

滞在」の在留資格である場合 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html 

申請人が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合 

※ 「高度人材外国人」とは、法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu02.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html
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省令に規定するポイント計算（以下「ポイント計算」という。）を行った場合に 70点以上を

有している外国人のことを指す。 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00131.html 

  4.管轄の出入国在留管理局の窓口で申請 

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請する。 

2024 年 1月 1日現在、永住許可申請はオンライン申請の対象外である。 

申請書類に不備がなければ申請が受理され、申請が受理された日付や申請番号が付与された

申請受付票が渡される。 

   ※申請番号は、申請後に出入国在留管理局との連絡に利用するため、受付票は保管しておく。 

  5.標準審査期間は 4 か月となっているが、審査内容や時期によっても異なり、1 年を超える場

合もある。また、審査の過程で、入管から「資料提出通知書」が送付されることがある。こ

の通知書は、審査の過程で、申請時に提出した資料では足りず、別途資料が必要と出入国在

留管理局が判断した際に追加提出を要請する書面で、必要とされる書類と提出期日（概ね 2

週間程度）が記されている。提出しないことも申請人の任意であるが、この場合、申請時に

提出した書類のみで許可又は不許可が判断される。なお、当該資料の準備に時間を要するな

ど提出期限に間に合わない場合は、その旨の説明と提出期日の目安を申し出ることで提出期

限を延長することが可能である。 

取得永住許可申請の場合の審査期間は、入管法第 22 条の 2 第 1 項に規定する期間（出生そ

の他の事由が生じた日から 60日）以内である。 

  6.審査結果の通知 

   原則として許可の場合、通知書はがきが送られてくる。通知書には、結果をお知らせするた

め、〇月〇日までに下記のものを持参の上来庁されたい旨の文言と収入印紙 8,000円分等の

持参書類の記載がある。ただし、「永住者」の在留カードを受領するまで正式な許可は出てい

ないことに留意する。通知書と必要書類を入管に持参のうえ、「永住者」の在留カードの受領

をもって永住許可申請手続は終了する。 

不許可の場合は封書にて不許可通知書が送られてくる。不許可の場合、その理由を出入国在

留管理局に出向き確認することができる。不許可通知書には定型文的な理由しか記載されて

いないが、入管の不許可理由を聞きに行くと、詳細な理由や再申請時期について知ることが

できる。 

 

② 永住許可申請の法律上の要件 

ア 下記イ及びウ以外の者の要件 

（ア）素行が善良であること（以下「素行善良要件」という。） 

（イ）独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること（以下「独立生計要件」という。） 

（ウ）法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと（以下「国益要件」という。） 

イ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子 

  国益要件 

ウ 難民認定を受けた者 

  素行善良要件及び国益要件（法第 61条の 2の 11参照） 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00131.html
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③ 用語の意味 

上記②の法律上の要件は、具体的に次のとおりである。 

ア 素行善良要件 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んで

いること。 

次のいずれにも該当しない者であること。 

（ア）日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。ただし、

以下のいずれかに該当する者である場合には、これに該当しないものとして扱われ

る。 

〇 刑の消滅の規定の適用を受ける者 

〇 執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることな

く当該執行猶予の期間を経過した者 

〇 復権により資格が回復した者 

【参考】刑の消滅（刑法第 34条の 2） 

① 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に

処せられないで 10 年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の

刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで 5

年を経過したときも、同様とする。 

② 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処

せられないで 2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 

（イ）少年法による保護処分（少年法第 24条第 1項第 1号又は第 3号）が継続中の者。 

【参考】保護処分の決定（少年法第 24条） 

家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもって、

次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に 14歳に満たない少

年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第 3 号の保護処分をする

ことができる。 

① 保護観察所の保護観察に付すること。 

② 略 

③ 少年院に送致すること。 

（ウ）日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素

行善良と認められない特段の事情がある者。 

 

イ 独立生計要件 

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産

若しくは技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。 

すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすること

が可能と認められる必要がある。 

独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等ととも
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に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合に

は、これに適合するものとして扱われる。また、必ずしも収入のみで判断することなく、世

帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合には、これに適合するもの

として扱われる。 

確認対象期間は、申請時の直近 5年とする。ただし、以下に該当する者については、それぞ

れに定めるところとする。 

（ア）確認対象期間を申請時の直近 1年間とする者 

〇 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 80 点以上の点数を有してい

る者であって、次のいずれかに該当するもの 

・ 「高度人材外国人」として 1年以上継続して本邦に在留していること 

・ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から 1年前の時点を基

準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 80 点以上の点

数を有していたことが認められること 

（イ）確認対象期間を申請時の直近 3年間とする者 

〇 構造改革特別区域（以下「特区」という。）内において当該特区の特定事業等に従事し、

当該事業において我が国への貢献があると認められる者 

〇 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特

定活動告示 36号又は 37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国

への貢献があると認められる者 

〇 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 70 点以上の点数を有してい

る者であって、次のいずれかに該当するもの 

・ 「高度人材外国人」として 3年以上継続して本邦に在留していること 

・ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から 3年前の時点を基

準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 70 点以上の点

数を有していたことが認められること 

 

ウ 国益要件 

次の（ア）から（オ）までのいずれにも適合する者であること。 

（ア）長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること 

① 引き続き 10年以上本邦に在留していること。ただし、この 10年以上の期間のうち

就労資格（在留資格「技能実習」及び「特定技能 1 号」を除く。）又は居住資格をもっ

て引き続き 5年以上本邦に在留していることを要する（以下「本邦在留要件」という。） 

（注）永住許可申請の直近 5 年間において、就労資格又は居住資格により引き続い

て本邦に在留していることが必要である。永住許可申請の直近 5 年間を就労資格

及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は、当該在留資格による在留

期間を合計した期間で評価する。 

② 現に有している在留資格について、法施行規則別表第二に規定されている最長の在

留期間をもって在留していること。 

（注 1）当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留して
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いる」ものとして取り扱われる。 

（注 2）経済連携協定（EPA）看護師候補者等として在留した期間は就労資格をもっ

て在留している期間に含めないが、EPA 看護師等として在留した期間は就労資格

をもって在留している期間に含める。 

（イ）公的義務（納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに法に定める届出等

の義務）を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。 

（注 1）地方税について 

確認対象期間は上記イ独立生計要件に同じ。なお、日本人、永住者又は特別永住

者の実子又は特別養子については申請時の直近 1 年間、日本人、永住者又は特別

永住者の配偶者及び養子については申請時の直近 3年間とする。 

（注 2）年金保険料（国民年金及び厚生年金）について 

確認対象期間は、申請時から直近 2年間とする。ただし、上記イ（ア）及び日本

人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子に該当する者については直近 1 年

間とする。 

（注 3）医療保険料（健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険）について確

認対象期間は上記（注 2）に同じ。 

（注 4）申請人が健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の事業主である場合 

直近 2 年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公

的年金及び公的医療保険に加入し適正に納付していることの証明が必要。 

（注 5）届出等の義務について 

 入管法上の届出等の義務を適正に履行していること。 

（ウ）公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと 

（エ）著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること 

（オ）公共の負担になっていないこと 

① 入管法第 22 条第 2項ただし書き又は第 61条の 2 の 11 の適用を受けない者が、公

共の負担となっている場合、独立生計要件を満たさないものと判断される。 

② 入管法第 22 条第 2 項ただし書きの適用を受ける日本人、永住者又は特別永住者の

配偶者及び子の場合、公共の負担となっていたとしても、「独立の生計を営むに足りる

資産又は技能を有すること」の要件に該当しないことをもって、永住許可の法律上の要

件を満たさないとすることはできない。しかし、実務上は生活保護を受給している場合、

独立生計要件を満たさないと判断される可能性が高い。 

 

④ 法律上の要件に関する特例 

申請人が次の（１）から（10）までのいずれかに該当する場合は、それぞれに定めるところによ

る。 

（１）日本人、永住者及び特別永住者の配偶者、実子又は特別養子 

素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。 

なお、本邦在留要件については、次のとおりとする。 

ア 配偶者については、実体を伴った婚姻が 3 年以上継続し、かつ、引き続き 1 年以上
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本邦に在留していること。 

イ 実子又は特別養子については、引き続き 1年以上本邦に在留していること。 

（２）日本人、永住者又は特別永住者の養子（特別養子を除く。） 

素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。 

（３）難民の認定を受けている者 

ア 独立生計要件に適合することを要しない。 

イ 本邦在留要件については、引き続き 5年以上本邦に在留していること足りる。 

（４）インドシナ定住難民 

本邦在留要件については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き 5年以上本邦

に在留していることで足りる。 

（５）「定住者」の在留資格を有する者 

本邦在留要件については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き 5年以上本邦

に在留していることで足りる。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留していた

者が配偶者との離婚又は死別により、告示外「定住者」の在留資格を有するようになった

場合は、従前の在留資格を有していた期間も合算の上で引き続き 5年以上本邦に在留して

いることで足りる。 

（６）構造改革特区（以下「特区」という。）内において当該特区の特定事業等に従事し、当該

事業において我が国への貢献があると認められる者 

本邦在留要件については、引き続き 3年以上本邦において在留していることで足りる。 

（７）地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活

動告示 36 号又は 37 号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢

献があると認められる者 

本邦在留要件については、引き続き 3年以上本邦において在留していることで足りる。 

（８）高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 70点以上を有している者であっ

て、次のいずれかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として 3年以上継続して本邦に在留していること。 

（注）この「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果 70点以上の点数を有すると

認められて在留している者が該当する。 

イ 3 年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から 3 年前の時点を基準

として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 70 点以上の点数を有

していたことが認められること。 

（９）高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 80点以上を有している者であっ

て、次のいずれかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として 1年以上継続して本邦に在留していること。 

（注）この「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果 80点以上の点数を有すると

認められて在留している者が該当する。 

イ 1 年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から 1 年前の時点を基準

として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に 80 点以上の点数を有

していたことが認められること。 
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（10）外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者 

「『我が国への貢献』に関するガイドライン」に該当する者の本邦在留要件については、引

き続き 5年以上本邦に在留していることで足りる。 

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン（平成 29年 4月 26日

改定） 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan36.html 

我が国への貢献による永住許可・不許可事例（平成 18年 1月 1日現在） 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan16.html 

 

永住許可申請の法律上の要件及び原則 10 年在留に関する特例については、永住許可に関するガ

イドライン（令和 5年 12月 1日改訂）も参照されたい。 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html 

 

⑤ 在留資格取得による永住許可 

申請人が次のいずれかに該当する者であること。 

ア 永住者又は特別永住者の子として本邦で出生した者で、入管法第 22 条第 2 項本文ただし

書に該当する者であるもの 

イ 日本国籍を離脱した者で、入管法第 22条第 2項本文ただし書に該当する者であるもの 

（注）取得永住許可申請については不許可が見込まれるものの、入管法別表第二所定のいず

れかの在留資格につき取得許可が見込まれる場合には、取得永住許可申請と在留資格取得許

可申請を併せて行うことも可能である。実務上、永住許可申請について不許可が見込まれる

ために在留資格取得許可申請のみを行う場合、その旨を理由書に記すことが求められること

がある。取得による永住許可申請のみ行い不許可となった際、在留資格取得許可申請を行う

ことも可能である。その場合は在留資格取得許可申請書及び身元保証書（永住許可申請以外）

の他には、原則として永住許可申請に使用した資料で足りる。 

 

⑥ 永住者からの在留資格変更 

 「永住者」の希望により「永住者」から「高度専門職」等の在留資格への変更申請を行う場合、

変更を希望する合理的な理由があり、かつ、許可要件に適合することを説明立証する必要がある。

申請人には「永住者」から他の在留資格変更のメリット及びデメリットを十分説明の上で行う。 

 「永住者」について、在留資格取消事由（法 22の 4）により在留資格取消処分を行わない代わり

に、在留資格を変更するよう入管からの指導を受けて「永住者」から他の在留資格への在留資格変

更許可申請を行うことがある。 

 

⑦ 永住許可申請資料収集の留意点 

（１）住民税納税証明書 

住民税の納税証明書を発行できる年度は、地方税法施行令第六条の二十一第二項により、「法

定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計

年度に係る地方団体の徴収金」と定められている。そのため、市区町村によっては直近 5 年

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan36.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan16.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
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分を請求しても直近 4 年分しか発行されない場合がある。その場合は，申請理由書等により

その旨を説明すると良い。 

 

（２）国税納税証明書 

国税納税証明書（その 3）は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納

がないことを証明するものである。申請人の住居地を管轄する税務署への直接請求・郵送請

求の他、e-Taxを利用したオンライン請求も可能である。 

国税庁：納税証明書の交付請求手続 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

 

（３）公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 

「ねんきん定期便」（全期間の年金記録情報が表示されているもの）は、日本年金機構から 35、

45、59 歳の誕生月に送られる封書である。毎年送られるはがきではないことに注意する。「ね

んきん定期便」を年金機構から取り寄せるために 2か月程度必要である。 

【問合せ先電話番号】ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 : 0570-058-555（ナビダイ

ヤル）050で始まる電話でかける場合 : 03-6700-1144 

 

ねんきんネットの「各月の年金記録」は、最初に日本年金機構のホームページ（以下の URLを

参照）から、ねんきんネットに登録が必要である。なお、登録手続には最大 5営業日程度かか

る場合がある。日本語のみ対応。 

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html 

 

国民年金保険料領収証書（写し）は、証明期間に国民年金に加入していた期間分必要である。

しかし、実際には既に領収証書を廃棄している申請人及び扶養者も多い。これらに代わる証明

書として、年金事務所において「被保険者記録照会回答票」、国民年金被保険者であった期間が

ある場合は、加えて「被保険者記録照会（納付Ⅰ）」「被保険者記録照会（納付Ⅱ）」を取得し入

管に提出することが可能である。申請人の住居地に関係なく全国どこの年金事務所においても

取得可能である。 

 

申請人及び扶養者が国民健康保険被保険者の場合、国民健康保険料（税）領収証書（写し）が

必要である。申請人及び扶養者が領収証書を廃棄していた場合は、その旨を申請理由書等で説

明する。証明期間に未納及び納期限の遅滞がある場合は不許可の可能性が高い。 

 

申請人が在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を保有する者であって

も、申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合、当該事業所で事業主である期

間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料の提出が必要であ

る。 

 

なお、 資料のうち、基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載さ

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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れている書類（写しを含む。）を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、

基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出する。 

 

（４）資料転用 

申請人の過去の申請書類を転用したい場合、転用可能な資料については「資料転用願出書」に

必要事項を記入し提出することにより省略可能である。 

 

（５）取得永住許可申請の資料 

「永住者」の子として本邦で出生した者の場合、「質問書」、出生届受理証明書の他、世帯とし

ての国益要件を満たしていることが審査対象となるため、子の扶養者である両親が公的義務の

履行などの法令を遵守していることの証明資料が必要である。子の旅券未取得の場合は「旅券

が未取得である理由書」に必要事項を記入して提出する。 

 

（６）身元保証人に関する資料 

申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合は、

通常申請人の配偶者が身元保証人となる。申請人が、日本人の実子（特別養子縁組を含む）、永

住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合は、通常申請人を扶養する親が身元保証

人となる。これらの場合、身元保証人は申請人と同様の資料が必要である。 

申請人が就労系の在留資格の場合、身元保証人は申請人の所属機関の関係者又は友人等で日本

人又は「永住者」が望ましい。この場合、身元保証人の必要資料は本人確認できる資料のみで

足りる。 

 

⑧ 永住許可申請の注意点 

（１）永住と帰化の違い 

永住と帰化は似ている部分もあるが、全く異なる性質のもので申請先も結果も異なる。永住許

可申請により永住者となるか、帰化許可申請により日本国籍となるか、個別に詳細に希望を聴

取し、永住と帰化のそれぞれのメリットとデメリットを挙げ、十分理解した上で選択してもら

う。なお、永住許可申請により永住者の在留資格を有するようになった後でも、帰化許可は可

能である。 

 

（２）永住許可申請前の在留歴の確認 

永住許可申請の相談を受けた時には、依頼者の現在までの活動内容及び実態、犯罪歴（道路交

通法違反含む）の有無等を詳細に確認する。現に有する在留資格に該当する活動を行っている

ことを確認する必要もある。現に有する在留資格に該当する活動を行っていないことが判明し

た場合は、在留資格取消対象となる可能性があることを伝える。 

 

（３）永住許可申請前の長期出国の確認 

依頼者が有する在留期間の半分以上の期間を海外で生活している場合、日本に生活基盤がない

可能性があるとされ不許可となる可能性が高い。過去の出国期間、出国理由、家族の状況（子
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が日本の学校に通学している等）、資産状況（日本に自己所有の不動産があり持ち家として使

用している等）、日本における今後の活動予定等を丁寧に確認する。 

 

（４）永住許可申請中に在留期限を迎える場合 

在留資格の変更による永住許可申請については、他の在留資格変更許可申請と異なり、在留期

間の特例の適用はなく、また、現に有する在留期間が経過した場合は、住民基本台帳から抹消

される扱いとなる。そのため、永住許可申請中に在留期限を迎える場合は必ず在留期限前に在

留期間更新許可申請が必要である。 

 

（５）永住許可申請中の長期出国 

永住許可申請後、概ね 3か月以上出国する場合は、出国理由を確認し理由書等により説明立証

することが望ましい。出国理由が本国の家族の病気や介護、海外出張等のやむを得ない理由で

あり、日本に生活拠点があることを説明立証することにより許可の可能性が上がる。 

 

（６）永住許可申請不許可の場合の対応 

不許可の場合、なるべく申請人本人と入管に不許可理由を直接確認に行く。取次者のみで確認

可能であるが、申請人本人が入管審査官から説明を受けることで、正確な認識を共有すること

ができる。不許可理由を正確に把握し、それを元に再申請に必要な要件及び再申請時期につい

て検討する。 

なお、不許可理由が確認対象期間の納税または保険料の未納であった場合、未納分を追納し再

申請しても、期限後納付という事実が分かるだけで国益要件が治癒したとは評価されない。当

該再申請時から算出された新たな確認対象期間において公的義務が適正に履行されているこ

とが必要である。 

 

⑨ 永住許可後の注意点 

（１）在留カードの有効期間更新 

「永住者」の在留資格を付与され在留期限が無期限となっても、7 年毎に在留カードの有効期

間更新申請が必要である。ただし「永住者」が 16 歳未満で、2023 年 10 月 31 日以前に交付さ

れた在留カードを保有する場合は 16歳の誕生日まで、2023年 11月 1日以降に交付された在留

カードを保有する場合は 16 歳の誕生日の前日までが在留カードの有効期間である。いずれも

在留カード券面上に有効期間が表示されている。また、入管から本人の住居地に在留カードの

有効期間更新手続を知らせるはがきが郵送される。在留カードの有効期間更新は、現に有する

在留カードの有効期間の満了日の 2か月前から有効期間満了日までの間に、住居地を管轄する

地方出入国在留管理官署へ行う。原則として即日新たな在留カードが交付される。申請期間を

経過してから在留カードの有効期間更新を行う場合は、理由書の記載が求められることがある。 

 

（２）永住者の再入国許可 

「永住者」となった後でも、再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を取得せずに出国した場

合の他、出国後に再入国許可の期限が超過した場合は「永住者」の在留資格を喪失するため、
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長期出国には注意が必要である。なお、前述の事由が生じた場合には、本邦への上陸時に一旦

「短期滞在」が付与され、「定住者」等の在留資格変更許可申請を行うことがある。 

 

（３）永住者の在留資格取消・退去強制 

「永住者」となった後も、法第 22 条の 4 第 1 項各号の在留資格取消事由に該当する場合は、

在留資格取消手続の対象となる。同様に「永住者」となった後も、法第 24条の退去強制事由に

該当する場合は、退去強制手続の対象となる。 

 

 

第 2節 永住許可申請書の書き方 

① 永住許可申請書 

申請書は 2ページから構成される。全ての項目について記入漏れのないよう注意する。申請人

が 16 歳未満の場合には写真は不要である。取得による永住許可申請に場合も、永住許可申請

書を使用する。 

 

② 身元保証書 

身元保証書は必ず永住許可申請用を使用する。身元保証人の氏名は「自筆」となっていること

に注意する。 

 

③ 了解書 

多言語対応しているため、可能な限り申請人が最も理解できる言語版を使用する。実際に、了

解書記載の出来事が生じた場合はすぐに連絡するように伝える。了解書記載の出来事が生じた

場合に入管に連絡しなかった場合のデメリットも伝える。 
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第 2 章 その他参考情報等 

① 永住許可申請書 その 1 
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永住許可申請書 その 2 
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② 身元保証書（永住許可申請用） 
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③ 了解書 
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④ 質問書 
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⑤ 資料転用願出書 

 

 

 

 

 

 

⑥ 報酬額統計表 

 日本行政書士会連合会 平成 27年度報酬額統計調査（抜粋） 

 

 

 

神奈川県行政書士会 令和 2年報酬額統計集計表（抜粋） 

 



18 
 

⑦ 契約書に記載する事項 

 

永住許可申請業務を受任する際には、委任契約書等を作成し契約を締結することが望ましい。委

任契約書を作成する際には一般的な委任契約書に記載される内容の他、次の事項に注意し記載内容

を検討するとよいと考える。 

 

1. 業務の範囲（「永住許可申請 1回分」等） 

2. 報酬及び報酬の支払い時期 

3. 依頼者が虚偽申告をしないことの誓約 

4. 万が一虚偽申告があった場合の対応 

5. 永住許可申請中に「了解書」該当事項が発生した場合の対応 

6. キャンセル時の対応（返金の有無、資料返却等） 

7. 申請が不許可となった場合の対応 

以上 
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